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　市民関係では，相談・広聴業務をはじめ，コミュニティづくり，市民協働，男女共
同参画，消費生活，安心安全なまちづくり，防災・危機管理，国民年金，国民健康保
険，戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録，人権に関する各種業務を推進している。
　特に，総合的な危機管理や防災力の充実を図るため，原子力対策や避難対策を実施
するほか，市民の利便性向上を図るため，住民票の写し等のコンビニ交付を実施する
こととしている。また，市民との協働による活力ある地域づくりを進めるため，コ
ミュニティビジョンを推進している。

１　広　　聴
敢　広　　聴
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摘　　　　　　　要名　　称

　市長が自ら地域や市民の活動の場などに出向き市民と市政に
ついて懇談を行い，市政に関する意見・意向を聴取し，市政推
進の参考にする。
（平成２４年度実績）
○　開催回数９回（地域巡回型５回，グループ公募型２回，
　イベント等参加型１回，学校訪問型１回）

市長とふれあいトーク

　市政に関するテーマを設定し，公募によるコメンテーターか
ら建設的な提言を聴取するとともに，意見交換会を開催するな
ど，市民参画の推進と提言等の市政への反映を図る。
○　定員３０人（市内在住か，通勤，通学する１８歳以上の人）

まちかどコメンテーター

　次世代を担う子ども達が鹿児島市のまちづくりについて，ア
イデアを出し，夢を語り合い意見交換を行う「子どもミーティ
ング」を開催し，その意見を市政運営の参考とすることで，若
い世代の市民参画を推進する。 
○　対　象　　中学生・高校生　２０人

子 ど も ミ ー テ ィ ン グ

　市政に関する建設的な意見，提言などを市内の公共施設等に
備え付けた専用の手紙セットやホームページの専用フォーム・
電子メールにより寄せてもらうもの。寄せられた提言は，直接
市長が目を通し，今後の市政推進の参考とする。
○　手紙の設置箇所　１５５カ所（平成２５．４．１現在）

わ た し の 提 言

　市民グループの要請により，職員が地域に出向いて，市政に
ついて分かりやすく説明するとともに，市民の意見や提言等を
聴取しながら，ともにまちづくりを考えていこうとするもので，
市民参画の推進と市民の意見や提言等の市政への反映を図る。
○　テーマ数　１２９テーマ（平成２５．４．１現在）
○　開催件数　３４１件（平成２４年度実績）

市 政 出 前 ト ー ク



柑　市民相談

　市政に対する陳情・要望等に関する市政相談をはじめ，日常発生するさまざまな市
民の悩み事に対して，市民相談員等による一般相談，専門家による法律相談，税務相
談，登記相談，人権相談などに応じ，市民の生活の安定を図る。（相談は無料）

桓　鹿児島市総合案内コールセンター（サンサンコールかごしま）

　目　　　的　　市民からの問い合わせを専用電話等で受け付け，迅速かつ的確な対
応を行い，市民サービスの向上を図る。

　開設年月日　　平成２０年１月１０日（木）
　運 営 日 時　　年中無休　午前８時から午後９時まで
　　　　　　　　ＦＡＸ，電子メールは２４時間受信
　電話番号等　　電話：０９９－８０８－３３３３（はれは・さんさん・サンサンコール）
　　　　　　　　ＦＡＸ：０９９－８０８－２５２５（はれは・にこにこ）
　　　　　　　　電子メール：ｉｎｆｏ@３３ｃａｌｌ．ｊｐ
　問い合わせ内容　市役所での手続き，イベント情報，施設案内など
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概　　　要相　　談　　員実　施　日場　　　所種　　　別

市政に対する要望・意見など市職員月～金曜日市民相談センター
各支所市 政 相 談

金銭貸借，相続問題，離婚の手続
きなど日常発生する悩みごと

市民相談員
月～金曜日

市民相談センター
一 般 相 談

市職員各支所（東桜島を除
く）

民事上の法律問題など全般鹿児島県弁護士会会員

月１２回
（予約制）市民相談センター

法 律 相 談
（昭和３６年５月～） 月４回

（予約制）谷山支所

相続税，贈与税，所得税，法人税
など国税全般南九州税理士会鹿児島支部会員年１０回

市民相談センター
谷山支所
伊敷支所
吉野支所

税 務 相 談
（昭和４６年５月～）

不動産（相続等）の登記申請手続
き
土地建物の調査・測量など

鹿児島県司法書士会鹿児島支部
会員
鹿児島県土地家屋調査士会鹿児
島支部会員月１回

市民相談センター
谷山支所
伊敷支所

登 記 相 談
（昭和５２年４月～）

不動産（相続等）の登記申請手続
き

鹿児島県司法書士会鹿児島支部
会員

吉野支所

年２回吉田・桜島・喜入・
松元・郡山支所

新築・増築の手続き，工事契約な
ど建築全般，耐震相談など

（社）鹿児島県建築士事務所協
会会員月１回市民相談センター建 築 相 談

（昭和５３年１０月～）

人権に関すること，近隣・家庭内
のもめごとなど

人権擁護委員
法務局職員

月１回市民相談センター
谷山・伊敷・吉野支所人 権 相 談

（昭和５７年４月～）
年４回吉田・桜島・喜入・

松元・郡山支所

庭木のせん定，植物の管理など花と緑の相談員月１回市民相談センター花 と 緑 の 相 談
（昭和５７年４月～）

不動産の鑑定評価，地代・家賃の
適正価格など

（社）鹿児島県不動産鑑定士協
会会員月１回市民相談センター不 動 産 鑑 定 相 談

（平成元年１０月～）

許認可，営業認可，その他官公署
に提出する書類の作成などに係
わること

鹿児島県行政書士会会員月１回市民相談センター
行 政 関 係 申 請
手 続 き 相 談
（平成１０年１１月～）



２　コミュニティ推進（平成２５．４．１現在）
敢　町内会集会所建築等補助事業

　地域におけるコミュニティ活動の拠点となる集会所の建築等を行う町内会等に対
し，交付対象経費（１００万円以上に限る）の２分の１以内で，新築・取得の場合は５００
万円を，増築・改築の場合は３００万円を限度に補助を行う。（平成２４年度実績１４件）
柑　集会所建築等資金融資あっせん

　地域におけるコミュニティづくりの場の整備促進を図ることを目的に，町内会の集
会所建築等に対して金融機関へ融資のあっせんをする。（平成２４年度実績２件）
　あっせん内容　　集会所の新築・増改築の場合はその工事見積額の範囲内で５０万円

以上１，０００万円以内，土地建物同時取得の場合は１，５００万円以内，た
だし災害により改築等を要することとなった場合は工事見積額の範
囲内で１０万円以上１，０００万円以内

　返済方法　　　　１０年以内元金均等返済（６カ月以内の据置可）
桓　みんなで参加わがまちづくり支援事業

　地域コミュニティ活動の活性化や地域の連帯強化を促進するため，町内会等が夏祭
り，運動会など住民同士の親睦交流のイベントや講演会，文化祭，広報紙の発行など
地域社会づくりのための活動を実施する場合，申請は１年度につき１回とし，交付対
象経費の３分の１に相当する額で，６万円を限度として補助する。
　平成２３年度から平成２７年度までの５年間の限定事業。（平成２４年度実績５２３件）
棺　町内会広報活動推進事業

　地域のコミュニティ活動の推進を図るため，広報活動に必要な印刷機器，拡声器，
パーソナルコンピュータ及びデジタルカメラを購入並びに掲示板を設置する町内会等
に対し，交付対象経費の３分の１に相当する額で，１町内会当たり通算して１５万円を
限度に補助する。
　また，最終交付の年度から１０年度を経過した団体に対しては，再度１０万円を限度に
補助する。（平成２４年度実績２８件）
款　町内会降灰除去機購入費補助事業

　桜島爆発による降灰から快適な生活環境を守るため，町内会等が歩道や生活道路等
の降灰除去に必要な手押し式降灰除去機を購入する場合，交付対象経費の２分の１相
当額（限度額１台当たり５万円）を補助する。（平成２４年度実績１７件）
歓　コミュニティ研修会・交流会・活動推進講座の開催

　地域におけるコミュニティづくりの向上を図るため，町内会長や役員，市民を対象
に研修会や交流会，講座を開催する。
汗　町内会集会所バリアフリー化支援事業

　高齢者等の地域コミュニティ活動への参加促進を図るため，補助対象とする集会所
のバリアフリー化を行う町内会等に対し，交付対象経費の２分の１に相当する額で，
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５０万円を限度に補助を行う。（平成２４年度実績８件）
（交付対象経費）
　集会所本体又は集会所の建物と構造上一体となって集会所としての効用をなす設備で
次に掲げる項目に直接要する経費
　①　手すりの設置に要する経費
　②　玄関，廊下，集会室等の段差解消に要する経費
　③　建物入口部分へのスロープの設置
　④　和式トイレの洋式トイレへの変更に要する経費
漢　町内会加入促進事業

　町内会への加入や町内会活動への参加を促進するため，本市への転入者等に対し，
啓発のためのクリアファイルの配布を市民課窓口等で行うとともに，市電・路線バス
での「車内アナウンス」放送等を実施する。
澗　町内会加入きっかけづくり支援事業

　町内会が，地域の連帯強化を目的として自主的に実施する町内会加入促進活動を支
援するため，必要な経費の一部を補助する。申請は，１年度につき１回とし，交付対
象経費の２分の１に相当する額で，６万円を限度として補助する。
　平成２５年度から２８年度までの４年間の限定事業。（平成２４年度までは，町内会加入
促進緊急支援事業として実施。実績２１件）
潅　コミュニティビジョン推進事業

　地域の多様な人材や資源を活用して地域の課題を発見・解決する取組を行う地域コ
ミュニティ協議会のモデル事業を実施するとともに，鹿児島市コミュニティビジョン
推進戦略会議で，モデル事業の検証・評価を行う。
環　地域まちづくりワークショップ事業

　地域住民が主体となって設置・運営し，地域プランの実践に取り組む「地域まちづ
くりワークショップ」を支援する。
甘　地域まつり支援事業

　地域住民のふれあいと地域社会の活性化を促進するため，吉田・喜入・松元・郡山
地域のまつりへ助成を行う。

３　市民協働
敢　「鹿児島市の市民参画を推進する条例」

（施行期日）
　平成１５年６月１日
（目的）
　本市における市民参画の基本的な事項を定めることにより，市政への市民参画の推
進を図り，もって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とする。
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（条例の概要）
　①　市民参画手続の明確化（第６条）
　　ア　パブリックコメント手続の実施
　　イ　審議会等への付議
　　ウ　意見交換会等の開催
　　エ　ワークショップ方式等
　　（※原則としてパブリックコメント手続を実施）
　②　市民参画手続を実施する対象施策の明確化（第７条）
　　ア　市の基本的な政策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本的な事

項を定める計画の策定又は変更
　　イ　公用又は公共用に供される重要な施設の建設等に係る計画の策定又は変更
　　ウ　次に掲げる条例，規則等の制定又は改廃
　　　・市の基本的な方針又は制度を定めるもの
　　　・市民に義務を課し，又はその権利を制限することを内容とするもの
　　　・市民生活に重大な影響を及ぼすもの
　③　市民の意見等の取扱い（第９条）
　　　市民からの意見等について，市が施策に反映させるよう努めるとともに，その
結果を公表する。

　④　市民参画手続の実施予定及び前年度における実施状況の公表（第１１条）
　　　毎年度、市民参画手続の実施予定及び前年度における実施状況を市民に公表す
る。

　⑤　「鹿児島市市民参画推進に関する市民会議」の設置（第２２条－第３０条）
　　　本市の市民参画の推進について調査審議する，公募市民や学識経験者等で構成
された「市民参画推進に関する市民会議」を設置する。

柑　「鹿児島市と市民活動団体との協働推進について～市民活動の現状と促進方策～」

（策定月）
　　平成１６年３月（平成２１年３月改定）
（概要）
　協働によるまちづくりを進めるうえでパートナーとして重要な役割を担う市民活動
団体との協働を推進するため，その基本的考え方や方策について取りまとめたもので
ある。
　①　目標
　　　市民活動団体をまちづくりのパートナーとして位置づけ，自主性・自立性を尊
重するなかで，より効果的な協働関係の構築に努める。

　②　方策
　　　次の項目を柱に取り組むこととしている。

・協働のまちづくりに向けた市民の情報提供と意識啓発
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・市民活動団体の運営基盤づくりへの支援
・市民活動団体の活動の推進
・職員の意識向上と市民活動に対する支援体制強化

　③　主な施策
　　ア　市民とつくる協働のまち事業
　　　　公益的なサービスを提供するＮＰＯ等の活動に対し，その経費の一部を助成

する。
　　イ　ＮＰＯネットワーク構築事業
　　　　ＮＰＯ間の連携について意識啓発を図る講演会や，市の担当部局との意見交

換会などを開催することで，ＮＰＯ同士のネットワークを構築する。
　　ウ　市民活動応援講座
　　　　ＮＰＯ等の市民活動団体に関する組織運営の手法や事業の企画方法などのノ

ウハウを習得する講座を開催する。

４　男女共同参画
　男女が，互いにその人権を尊重しつつ，責任も分かち合い，性別にかかわりな
く，その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は重要な課題の一
つであり，国内外で取組が進められている。
　本市では，平成２４年３月に策定した「第２次鹿児島市男女共同参画計画」に基づ
き，男女共同参画センターを拠点として，市民，事業者と一体となった総合的な施
策の推進に努め，誰もが安心していきいきと暮らせる心豊かな男女共同参画社会の
実現に取り組んでいく。
敢　男女共同参画推進条例の制定

　男女共同参画社会の実現に向けて，市民，事業者，行政が一体となった取組を推進
するため，男女共同参画の基本理念を明確にした条例を制定する。
柑　男女共同参画計画の推進

　本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ体系的に取り組んでいく。
　①　鹿児島市男女共同参画推進懇話会の開催
　②　鹿児島市男女共同参画推進連絡会議の開催
　③　職員対象研修会の開催
桓　広報啓発

　男女共同参画社会への理解と認識を深めるため，男女共同参画に関する啓発や法律，
施策の情報提供を行う。
　①　男女共同参画情報誌「すてっぷ」の発行
　②　男女共同参画に関する情報の収集提供
棺　ＤＶ等対策

　配偶者等からのあらゆる暴力の根絶のため，予防啓発及び被害者支援の取組を行う。
　①　学生向けデートＤＶ講演会の開催
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　②　ＤＶ防止啓発誌の配付
　③　カードサイズＤＶリーフレットの作成・配付
　④　ＤＶ防止庁内連絡会議の開催
　⑤　配偶者暴力相談支援センターの開設
　⑥　ＤＶ防止対策委員会の開催
款　男女共同参画センター

　　設置目的　　男女共同参画社会づくりをめざす活動拠点施設として，学習，情報，
支援，相談，調査研究の５つの機能を基に事業を行う。

　　所 在 地 　　荒田一丁目４番１号
　　開　　館　　平成13年１月25日
　　開館時間　　午前９時30分～午後９時30分（日曜日・祝日は午後６時まで）
　　休 館 日 　　月曜日（祝日の場合はその後の最初の平日），12月29日～１月３日
　　施設内容　　鹿児島市生涯学習プラザとの複合施設（生涯学習プラザについてＰ

３３９参照）
　　　　　ア　図書情報コーナー　　イ　情報体験コーナー　　ウ　相談室
　　　　　エ　講堂　　　　　　　　オ　スタジオ　　　　　　カ　託児室
　　　　　キ　研修室　　　　　　　ク　交流サロン　　　　　ケ　食工房
　　　　　コ　生活工房　　　　　　サ　マルチメディア学習室
　　　　　シ　情報活用セミナー室　ス　多目的フロア
　　　　　セ　伝統文化セミナー室
　
事業計画

１　学習・啓発事業の実施
　①　サンエールフェスタ開催事業
　　男女共同参画社会の実現に向けて，市民と共に考え行動する参画型イベントを開
催し，広く男女共同参画の意識を醸成するとともに，イベントへの参加を通じた市
民の情報発信や交流を支援する。（平成２４年度から「サンエールフェスタ」として，
「男女共同参画フェスティバル」と「生涯学習フェスティバル」を共同開催するこ
ととした。）
　②　学習・研修事業
　　男女共同参画に対する理解と認識を深めることや能力開発，生涯にわたる健康管
理等を目的とした学習機会を提供する。
２　情報の収集提供
　男女共同参画に関する市民の理解を深めるため，情報を収集提供する。
　①　図書，ビデオ・ＤＶＤの貸し出し
　②　男女共同参画センターだより「トモニー」の発行
３　市民活動の支援
　　男女共同参画に関する市民のさまざまな活動を支援し，ネットワークづくりを促
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進する。
４　相談事業
　主に女性が抱えるさまざまな問題について，男女共同参画の視点を持って相談に対
応し，自らの力で解決できるよう支援する。
　①　総合相談
　②　専門相談（法律相談，心理相談，男性相談）
　③　再チャレンジ相談
　④　グループ相談
５　調査研究支援事業
　男女共同参画社会の実現に向けて，市民の身近にある現実や課題について市民企画
により調査研究，分析を行い，報告書を作成する。

５　消費者行政
　消費生活センター

設置目的　　消費生活に関する情報の収集及び提供等を行い，市民の消費生活の安
定及び向上を図る。

所 在 地　　鴨池二丁目２５番１－３１号
開　　館　　平成６年４月１日
開館時間　　月～金　午前９時～午後５時１５分
休 館 日　　土曜日，日曜日，国民の祝日，１２月２９日～１月３日
施設内容　　ア　相談コーナー　　　エ　サークルコーナー
　　　　　　イ　展示コーナー　　　オ　研修室
　　　　　　ウ　情報コーナー　　　カ　こどもの部屋（託児室）
　主な事業
敢　消費生活相談

　専門の相談員を配置し，消費生活に関する相談を受け付け，その解決のために必要
な助言等を行う。また，月２回弁護士による消費生活法律相談を行う。
柑　消費者啓発

　消費生活に関する知識を身につけ，主体的・合理的に行動できる消費者を育成する
ために消費生活教室，親子一日教室を実施するとともに学校，町内会，老人クラブ，
企業等を対象に消費生活出張講座を実施する。また，一般向け，若年層向け及び高齢
者向け等，対象に応じた各種啓発資料を作成するとともに，学校等において消費生活
パネル展を展開する。
桓　消費生活エキスポかごしま事業

　市民への消費生活に関する情報提供を目的に消費者団体の活動発表や消費生活に関す
るパネル等の展示・実演のほか，幅広い年代層に対応する体験型イベント等を行う。
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棺　消費生活情報の収集・提供

〈消費者教育担い手育成事業〉
　地域に根ざした消費者啓発を促進し，消費者被害の未然防止を推進するため，地域
において，消費生活に関する諸問題についての知識や情報を普及し，また，簡易な出
張講座を行う地域消費者リーダーを育成する。
〈情報提供〉
　消費生活センターニュースの発行をはじめ，各種パンフレット等の作成，図書・ビ
デオの貸出し，展示コーナーでの展示パネル等により情報提供に努める。
款　消費者団体の育成・活動支援

　消費生活に関するリーダーを養成することを目的に，消費者団体の学習会等を支援
する。
歓　消費生活懇談会の開催

　市民の消費生活に関する諸問題について各界の代表者と意見交換を行い，消費者行
政の円滑な推進を図る。
汗　Ａ（悪質商法）Ｂ（撲滅）Ｃ（シティ）消費者情報ネットかごしま事業

　消費者被害未然防止ネットワーク会議を開催して関係機関との連携を図るととも
に，メールマガジン等による被害情報の提供など消費者被害情報を共有することによ
り，消費者への「見守り機能」を強化し，本市における悪質商法の撲滅に資する。

６　安心安全まちづくり推進
敢　「鹿児島市安心安全まちづくり条例」

（施行期日）
　　平成１７年１０月４日
（目的）
　犯罪，事故及び自然災害を未然に防止し，市民みんなが安心して暮らすことのでき
る安全なまちづくりについて，基本理念並びに市，市民等及び事業者の責務を定め，
それぞれが連携し，及び協力することにより，安心して暮らすことのできる安全な地
域社会の実現を図ることを目的とする。
柑　安心安全まちづくり事業

　安心安全まちづくりについての広報啓発や，安心安全まちづくりを総合的に推進す
るための「鹿児島市安心安全まちづくり推進会議」の運営などを行う。
桓　安心安全パートナーシップ事業

　犯罪等の未然防止に関する市民意識の向上を図るとともに，市民自らが行う地域の
安全の確保に関する自主的な活動の促進等を図る。
　○安心安全まちづくり市民大会の開催
　○安心安全研修会の開催　など
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棺　安心安全地域リーダー育成事業

　地域の防犯，防災活動等のリーダーを育成するため，「鹿児島市安心安全アカデ
ミー」を開催する。
　①　コース・受講人員

　※　防災基礎コースの修了者には，日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試
験」の受験資格が与えられる。

　②　講座回数　各コース８回・１回当たり２時間
　③　受講料　無料
　④　各マスターコース修了者を「安心安全推進員」に委嘱し，市と協働で安心安全
なまちづくりを推進する。

款　安心安全推進員連絡協議会

　安心安全アカデミーマスターコース修了者に委嘱している「安心安全推進員」の自
主的な調査研究活動の促進や相互連携等を図るため，協議会の運営や研修会の開催等
の活動を支援する。
歓　安心安全教育

　鹿児島市安心安全教育指導員設置要綱により，防犯及び交通安全に関する知識を有
する者４人を配置し，小学校，幼稚園，保育園，町内会などの要請により，防犯教室
及び交通安全教室を開催して，防犯及び交通安全に関する知識の普及を図る。
汗　安心安全協力事業所登録事業

　市と事業者が協力・連携して安心安全なまちづくりを推進するために，犯罪，事故
及び自然災害の未然防止のための活動や災害等の発生時の救援活動において，人材や
資機材，物品，技術等の提供に可能な範囲で協力・支援していただける事業所を「鹿
児島市安心安全協力事業所」として募集・登録する。
漢　自転車盗難防止・安全運転キャンペーン事業

　警察等の関係機関や町内会，小中学校と連携して，啓発チラシやグッズの配付等を
行う自転車盗難防止・安全運転キャンペーンを実施する。
澗　地域安心安全推進指導員

　地域において自主的な防災活動を行う自主防災組織や、地域の安全確保に関する自
主的な活動を行う団体等で構成する地域安心安全ネットワーク会議の結成促進と活動
に関する相談・助言等を行うことにより市民との協働による安心安全なまちづくりを
推進する。
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受講人員コース

５０人防犯・事故防止基礎
コース１

５０人防災基礎コース２

受講対象・人員コース
防犯・事故防止基
礎コース修了者
２０人

防犯・事故防止マスター
コース３

防災基礎コース修
了者
２０人

防災マスターコース４



潅　地下壕安全対策事業

　地下壕の安全対策を図るため，地権者等の同意を得て倉庫等の利用を除く立入り可
能な地下壕の壕口の封鎖工事などを行う。
環　セーフコミュニティ推進事業

　安心安全まちづくり条例に基づく犯罪・事故・自然災害の未然防止の取組に加え，
子ども，高齢者などの年齢層別，家庭，学校等の生活環境別に事故やけがの原因を調
査し，その防止策を市民や関係団体と協働して検討・実施することにより，生涯にわ
たって安心安全に暮らせるまちづくりを目指す。
　実施にあたっては，世界保健機関（ＷＨＯ）が推進しているセーフコミュニティの
手法を導入し，調査結果の科学的な分析や体系的な事故防止等の仕組づくりに活用す
る。
　○セーフコミュニティとは
　「だれもが安全で安心して生活できるまちづくり」のために，地域住民，関係
団体及び行政が連携して，事故やけがの防止に取り組む活動を行っている自治体
を世界保健機関（ＷＨＯ）関係機関が認証する制度のこと。
甘　安心安全まちづくりアドバイザー

　セーフコミュニティの推進などの新たな取組や市民への啓発等について専門的指
導，助言等を得ることにより安心で安全なまちづくりを推進する。

７　防　　犯
敢　防犯団体連合会等への補助

　犯罪を防止し，明るく住みよいまちづくりを推進している防犯団体を援助，育成強
化するため補助金を交付する。
柑　防犯灯に対する補助

　防犯灯を設置し維持管理する町内会等に対し，設置費及び電気料を補助する。
　○防犯灯設置費補助金
　　　小柱式　２４，０００円　　小柱のみの取替　１４，０００円
　　　共架式　１０，０００円
　　　明るい照明補助加算
　　　（インバータ式防犯灯及びＬＥＤ防犯灯を設置した場合）６，０００円
　○防犯灯電気料補助金
　　　基準の範囲内で１００％補助

桓　特設防犯灯の設置

　町内会等と町内会等のはざまにおける防犯灯の設置を市で行い，夜間における犯罪
の防止と市民の通行の安全を図る。
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棺　防犯パトロール隊への支援

　地域における子どもや高齢者など住民の安全を確保するための自主的な活動を行う
防犯パトロール隊の結成促進を図るため，パトロール用品を支給する。
（防犯パトロール隊１団体当たり５０，０００円以内・支給から満５年以上経過している団
体については再支給の制度あり）
款　青色回転灯装着パトロール車導入支援

　青色回転灯を装備した車両（青パト）の導入促進を図るため，青色回転灯や車両用
拡声器などの青パト用品を支給する。
（青パト１台当たり５０，０００円以内）
歓　青パト活動費補助

　青パトによる防犯活動の積極的な展開と青パト隊の結成促進を図るため，青パト隊
に対し燃料費などの活動費補助を行う。
（青パト１台当たり年額１８，０００円）
汗　犯罪被害者支援センターへの補助

　犯罪被害者やその遺族等の被害の回復や軽減を図るために，「公益社団法人かごし
ま犯罪被害者支援センター」に補助金を交付する。
漢　地域安心安全ネットワーク支援事業

　小学校区ごとに，防犯パトロール隊，スクールガードなどの相互連携や情報の共有
化を図る「地域安心安全ネットワーク会議」の設立・運営を支援するため，会議を実
施する団体等に補助を行う。（３年を限度に年額５０，０００円以内，その後は３年を限度
に年額３０，０００円以内）また，夜間における暗がりのチェックや交通危険箇所等の環境
診断などを行う当該団体に年額２０，０００円以内を補助する。

８　交通安全
敢　交通安全対策会議

　○根　　拠　　交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第１８条第１項の規定
に基づき，昭和４５年１２月２４日鹿児島市交通安全対策会議条例により
設置している。

　○目　　的　　市交通安全計画の作成及び実施の推進，その他市の区域における陸
上交通の安全に関する総合的な施策の企画を審議し，その実施を推
進する。

柑　交通安全市民運動推進協議会

　交通事故を防止するため，市民総ぐるみの交通安全運動を積極的に推進することを
目的として，昭和４６年１１月発足した。
　主な事業
　　・春と秋の全国交通安全運動及び夏，年末年始の交通事故防止運動
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　　・スクールゾーン委員会への助成及び交通安全母の会活動
　　・交通遺児等への見舞品贈呈
桓　児童通学保護員

　○目　　的　　鹿児島市児童通学保護員運営要綱（昭和４６．３．１施行）により設置
しており，通学児童及び通園園児の登校・登園時における道路交通
の安全確保を図る。

　○身　　分　　小学校長，幼稚園長及びＰＴＡ会長が推せんする者の中から市長が
委嘱する非常勤嘱託である。

　○人　　員　　１９６人（平成２５年度予算人員）
　○そ の 他　　保護員の職務従事中の災害については，公務災害補償条例により補

償する。
棺　交通事故相談

　鹿児島市交通事故相談業務運営規則（昭和４７．４．１施行）により交通事故相談に関
する知識を有する専門の相談員１人を配置し，賠償問題その他の諸問題について指導
助言を行う。
款　交通災害共済

　交通事故により災害を受けた者を救済するため，任意加入制度による共済制度を昭
和４２年４月１日から実施していたが，加入者の減少等により，平成２３年３月３１日を
もって会員の募集を終了した。
　交通災害共済制度廃止後も，会員がその共済期間中に交通事故に遭われた場合は，
これまでどおり事故発生日から２年間は見舞金の請求は可能。
　見 舞 金 額

　予　算　額　　（特別会計）　２，３００千円（平成２５年度当初予算）
　決　算　額　　歳入　８，４３５千円　　歳出　５，６９８千円（平成２４年度）
　　　　　　　　差引　 ２，７３７千円
　見舞金支給状況（平成２４年度）
　　　死亡１件　傷害３６件　計３７件　支給額５，６６９千円
　交通災害共済基金の設置
　　不測の交通事故による共済見舞金の支払いに充てるための資金として，昭和４８年
４月１日から交通災害共済基金を設けており，平成２５年４月１日現在積立総額は
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２　口　加　入１　口　加　入
２，６００，０００円１，３００，０００円死亡の場合

７日以上の治療期間を要する傷害を受けた場合

２０，０００円
１，６００円
１，２００円

１０，０００円
８００円
６００円

基本額
入院１日につき
通院１日につき

（入院・通院を単独または相互に通算して１８０日を限度）



３０３千円。
歓　違法駐車対策

　　円滑な道路交通の確保と市民の安全で快適な生活環境を保持するため，鹿児島市
違法駐車等の防止に関する条例（平成７．４．１施行）に基づき広報・啓発活動を行
い，駐車マナーの向上を図り，違法駐車を防止する。
汗　チャイルドシート使用促進

　　チャイルドシート使用の効果や正しい使用方法についての講習会を開催し，チャ
イルドシート未使用や不適正着用による事故防止を図る。

９　防　　災
敢　防災会議

　○根　　拠　　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規定に基
づき，設置している。

　○目　　的　　市地域防災計画の作成及び実施の推進，本市の地域に係る防災に関
する重要事項の審議等を行うこと。

柑　災害対策本部

　○設　　置　　大規模な災害が発生し，又は発生するおそれがあるときは，市長は
災害対策本部を設置する。現地にて，特別な対策を必要とするとき
は，現地災害対策本部を設置する。

　　　　　　　　本部に本部会議を置き，本部長，副本部長及び本部員で構成する。
また，本部に対策部を置き，それぞれ対策部長を置く。

　○配　　備　　災害の規模等に応じて，次の配備を行う。
　　第１配備　　比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生し，又は発生する恐

れのあるときで災害対策本部が設置されたとき。
　　第２配備　　大きな災害が発生し，又は発生する恐れがあるとき。（広範囲にわ

たり，避難所を運営している場合など）
　　第３配備　　大きな災害が発生し，被害が甚大と予想されるとき，又は甚大な災

害が発生したとき。（災害救助法が適用された場合など）
桓　国民保護法制関連事業

　「鹿児島市国民保護計画」に基づき，国民保護に関する普及啓発を行い，市民への
周知を図るとともに訓練実施など平素からの備えや予防に努める。
棺　桜島火山爆発対策

　火山爆発の特殊性，桜島の地形的態様からくる応急対策の困難性等を考慮し，市地
域防災計画の中に桜島爆発対策計画を定めている。
　桜島火山の大爆発又はそのおそれがあり，大きな災害が発生すると認められると
き，異常現象の広報，避難，緊急輸送等の応急対策を実施し，住民の安全を図る。
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款　水防計画

　水防法（昭和２４年法律第１９３号）第３３条の規定及び鹿児島市地域防災計画に基づ
き，鹿児島市域における水防事務の調整及び円滑な実施を図るため必要な事項を規定
し，洪水，津波又は高潮等による水災の警戒・防御及び被害軽減を行い，もって公共
の安全を保持することを目的とする。
歓　防災条例

　市と市民とが一体となって総合的な防災対策を進め，災害に強い安全なまちづくり
をめざして防災条例を制定
　名　　　称　　鹿児島市開発行為，建築等における災害の防止に関する条例
　施行年月日　　昭和５２年４月１日
　概　　　要　　この条例は第１章～第６章で構成され，市の責務，市民の責務，開

発行為・建築等における防災，避難及び通報等を盛り込んである。
汗　防災行政無線

　設備の概要

　移　　動　　系
　　固　 定　 局　　市役所本庁１，吉田支所１，喜入支所１，松元支所１，郡山支

所１
　　中　 継　 局　　吉野中継局，平野中継局，高野南中継局，平野岡中継局，大浦

中継局
　　　　　　　　　　遠隔制御装置を市役所本庁，錦江工事事務所，谷山建設課，伊

敷支所，東桜島支所，桜島東分遣隊，吉田支所，喜入支所，南
消防署喜入分遣隊，松元支所，郡山支所に置き操作を行う。

　　移　 動　 局　　車両用６４　携帯・可搬用１０６　計１７０
　同　　報　　系
　　親　　　　局　　本庁１（準親局：消防局１，制御局：東桜島支所１），吉田支

所１，桜島支所１，喜入支所１，松元支所１，郡山支所１
　　中　 継　 局　　吉野中継局，東桜島中継局，黒神中継局，平野中継局，高野南

中継局
　　屋外拡声子局　　１７３局
　　戸別受信機　　１９，５７２戸に設置
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　デジタル防災行政無線整備事業
　　老朽化している同報系無線について機器の更新，デジタル化及び合併に伴うシス
テム統合を行う。
　　２４年度から２６年度にかけて，順次整備工事を行う。
漢　自主防災組織育成事業

　自主防災組織の結成に伴い，必要な資機材を整備する組織について，１組織当たり
１回限り１０万円を限度として補助を行う。
　過去５年以内に組織の結成に伴う資機材整備補助を受けていない組織については，
１組織当たり１回限り７万円を限度として補助を行う。
　また，防災意識の高揚を図るため，以下の防災訓練等を実施した組織に対し，１組
織当たり，年２回限り，それぞれ２万円を限度に助成を行う。
　①　組織が単独で実施する訓練
　②　複数の組織又は小中学校などと連携して実施する訓練
　③　地域の防災マップの作成
　④　災害時要援護者への支援活動
　⑤　地域の危険箇所の防災点検
　⑥　その他市長が認めるもの
　※注）２回目の助成は，１回目の活動と異なる場合に限る
澗　災害時要援護者避難支援事業

　災害時等に家族等の支援が困難で何らかの助けを必要とする重度の障害者やひとり
暮らし高齢者など（災害時要援護者）が，災害時等における支援を地域の中で受けら
れるようにするため，災害時要援護者の登録，要援護者に対し災害情報の伝達や避難
誘導などの支援を行う者（避難支援者）の選定，要援護者毎の個別支援計画の作成な
どを行う。
潅　原子力災害対策事業

　平成２５年４月に策定した本市地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき，具体的
な体制・避難方策等の調査検討を行うとともに，避難訓練や市民への広報等を行う。
〔対策内容〕
　・　情報の収集・連絡体制の整備
　・　避難収容活動体制の整備
　・　住民等への情報伝達体制の整備
　・　防災業務関係者の人材育成
　・　避難訓練など各種防災訓練の実施
　・　複合災害に備えた体制の整備　　など
環　避難対策事業

　県の「地震等災害被害予測調査」の結果を受け，津波ハザードマップを作成・配布
するとともに，津波避難ビルの指定を引き続き進める。
　また，避難所機能を強化するために必要な備蓄計画を定める。
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１０　桜島火山対策
敢　桜島火山対策の経緯

昭和４８．７．２４　昭和４７年１０月２日の規模の大きな桜島火山爆発以降，周辺地域の農作
物にかなりの被害を生じたことを契機として，「活動火山周辺地域に
おける避難施設等の整備等に関する法律」（議員立法）が制定された。
（以下，旧法という。）

昭和４８．１２．２８　桜島島内（鹿児島市及び桜島町）が，避難施設緊急整備地域に指定さ
れた。（昭和５３．７．２８に垂水市の一部が追加指定された。）

昭和５３．４．２６　昭和５２年８月の有珠山の噴火災害及び毎年大量の降灰をもたらす桜島
の噴火活動等を契機として，旧法は，降灰対策及び治水・治山事業の
推進等を盛り込んだ総合的な火山対策を目的として改正され，その名
称も「活動火山対策特別措置法」（議員立法）と改められた。

昭和５３．７．２８　鹿児島市，垂水市及び桜島町の区域が，降灰防除地域として指定され
た。（昭和５４．４．１７に福山町及び輝北町が追加指定された。）

昭和５９．１２．１３　昭和４７年以降，特に活発な活動を続けてきた桜島火山の活動が，昭和
５８年来，さらに活発化し，被害も一層増加している現状にかんがみ，
活動火山対策特別措置法に基づき講じられている現行の火山対策につ
いて全面的な検討を行い，今後の桜島火山対策の充実に資するため，
国土庁に桜島火山対策懇談会が設置（昭和５９．７．１）され，昭和５９年
１２月，３１項目についての提言が行われた。

昭和６０．９．３　異常降灰時における降灰対策を円滑かつ効率的に実施するため，鹿児
島市桜島降灰対策本部設置要綱を制定した。

柑　活動火山対策特別措置法

　火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け，又は受けるおそれがあると
認められる地域等について，避難施設，防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実
施を促進する等特別の措置を講じ，もって当該地域における住民等の生命及び身体の
安全並びに住民の生活及び農林漁業，中小企業等の経営の安定を図る。
桓　降灰対策委員会

　桜島火山の降灰対策についての総合施策を効果的に推進する。
棺　桜島火山活動対策協議会

　桜島の継続的な火山活動に伴う対応策の協議，関係法令の整備充実，国・県への意
見の反映を図るなど，その総合的施策を推進する。
　組　　織
　鹿児島市，垂水市，霧島市及び鹿屋市で組織し，関係市の長，議長及び当該特別委
員会委員長等を委員とする。
款　桜島大正噴火１００周年事業

　平成２６年１月１２日に大正３年の大噴火から１００年の節目となることから，火山災害に
ついて過去の教訓を後世に伝えるとともに，火山に関する様々な情報を発信し，防災
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意識の高揚を図ることを目的に，鹿児島県等とともに「桜島大正噴火１００周年事業」
を実施する。
歓　IAVCEI（ヤブセイ）２０１３開催支援事業

　火山学分野の国際学術組織である「国際火山学地域内部化学協会（IAVCEI）」が平
成２５年７月２０日から２４日まで，鹿児島市で開催され，国内外から約１，０００人の火山関係
者の参加が見込まれることから，歓迎事業を行うなど開催を支援する。
汗　平成２５年度桜島火山対策事業費 （単位：千円）
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事業内容
２５年度財源内訳

増減平成２５年度
当初予算額

平成２４年度
当初予算額事　　業　　費

市費等県国

６９０,２９３13,900６２１,０９９315,8831,325,2921,009,409１.降灰除去事業

400,271369,353114,478769,624655,146　道路降灰除去事業

3,61203,6123,612　公共下水道降灰除去事業

歩道の緑地帯内364,5008,064012,60012,600　歩道緑地帯降灰除去事業

130,873122,163138,832253,036114,204　宅地降灰除去事業

公園内の駐車場や園路1,5809,4009,120▲4720,10020,147　公園降灰除去事業
路面清掃車大型四輪２台
路面清掃車小型　　２台
散水車　　　　　　３台

74,38473,49059,014147,87488,860　路面清掃車整備事業

50616506490　電車軌道敷降灰除去事業

学校校庭　65,000
体育施設　　1,000３３,５00３２,５00066,00066,000　学校校庭等降灰除去事業

本庁舎　　　385
観光施設　1,586
青果市場　　630
桜島支所　　100
魚類市場　　539
東桜島支所　　50
社会福祉施設14,258
船舶局　　　500
市立病院　　840

12,4796,4091,41418,88817,474　本庁舎等降灰除去事業

町内会　　　 618
商店街　　　 205823323823500　降灰除去機購入補助事業

一般家庭　27,４７６
学校幼稚園　221
商店街　　　 6327,76071927,７６０27,041　克灰袋配布事業

補助率2分の1・
限度額20万円
／回

1,6507941,650856　アーケード降灰除去補助事業

1190119119　私立高校授業料軽減補助事業

2,7003402,7002,360　桜島降灰量観測委託事業

14,07900▲ 60,99７14,07975,076２.降灰防除事業

６，９２７２５９6,9276,668　児童福祉施設電気料補助事業
学校クーラー
等の普通教室
への整備

7,152▲ 4,5567,15211,708　学校施設降灰防除施設整備事業

ろ過池等への
覆蓋設置0▲ 56,700056,700　滝之神浄水場覆蓋整備事業

兼
献
献
献
献
牽
献
献
献
献
験

兼
牽
験



（参考）デジタル防災行政無線
　　　　桜島地域を含む全市域でデジタル防災行政無線を整備　事業費　４８９，８０４千円

－ １０７ －

事業内容
財　　源　　内　　訳

増減平成２５年度
当初予算額

平成２４年度
当初予算額事　　業　　費

市費等県国

59,257006,16059,25753,097３.避難施設整備事業

桜島支所    173
東桜島支所  126
危機管理課  862 

1,161▲ 1,015１,16１2,176　避難施設補修事業

避難港の施設維持費41,0147,53841,01433,476　避難施設保守管理事業

〃15,200015,20015,200　避難港泊地浚渫事業
危機管理課 1,52５
桜島支所   　3571,882▲3631,8822,245　防災無線保守管理事業

5,740004,9575,740783４.融資制度

災 害 対 策 資 金
経営安定化資金保証料補助
災害対策資金利子補給金

5,7404,9575,740783　中小企業資金融資事業

66,02010,2094,000▲ 37,56380,229117,79２５.農林水産業対策事業

土壌矯正資材購入費補助2,4797,4406,1569,9193,763　降灰地域土壌等矯正事業

施設整備費補助00０0　降灰地域茶安定対策事業

被覆施設建設補助0▲ 60,178０60,178　降灰地域果樹安定対策事業

除灰用機械導入補助5212,6053,1263,1260　降灰地域野菜安定対策事業

薬剤購入費補助1,176▲ 1571,1761,333　びわ病害虫防除対策事業

耐灰性作目導入補助1,820▲ 1501,8201,970　耐灰性作目等導入促進事業

被覆資材購入費補助2,059▲ 2512,0592,310　びわ果実降灰被害防止対策事業

資材購入費補助720▲ 5857201,305　特産かんきつ生産安定対策事業

被覆施設整備費補助
資 材 購 入 費 補 助32,1892,78032,１８９29,409　降灰地域施設整備事業

飼料作物調整機械
等 の 導 入 助 成8,4952,3008,4956,195　飼料作物調整施設設置事業

桜島地域での畜産施
設の整備経費助成9,3969,3969,3960　降灰地域畜産施設整備事業

桜島降灰除去及び
農地、農業用施設
等 災 害 復 旧

7,0004,000011,00011,000　農業用施設等災害復旧事業

海面環境保全委託1651640329329　海面環境保全事業

6,59300▲ 6726,5937,265６.火山活動対策費

7100710710　桜島火山活動対策協議会負担金

4,983▲ 224,9835,005　桜島火山活動対策事業費

90060900840　桜島砂防センター運営管理委託費

０▲ 7100710　桜島火山対策要覧改訂事業

8４１,９８２24,109６２５,０９９227,7681,491,1901,263,422合　 　 　 　 計

平成２４年度当初予算比　１１８．０％
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１０



１１　国民年金
　国民年金制度は，老齢，障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを
国民の共同連帯によって防止し，必要な給付を行う制度である。
　市では，法定受託事務として，第１号及び任意加入被保険者に係る資格関係届書，
保険料免除・納付猶予関係申請書，給付関係基礎年金裁定請求書の受理，審査及び送
付を行い，日本年金機構との協力・連携事務として，相談対応，周知・広報等を行
い，市民の国民年金受給権の確保に努める。
敢　福祉年金

　①　福祉年金裁定請求等送付状況

　③　福祉年金受給権者数 （平成２５年３月末現在）

柑　拠出年金

　①　拠出年金裁定請求等送付状況

　③　拠出年金受給権者数 （平成２５年３月末現在）

－ １０８ －

市
　
　
民
（
　
国
民
年
金
）

１１

計障　害　基　礎老　齢　福　祉区　　　　分

６，４０４６，３８５１９受　給　権　者（人）

計寡婦遺族基礎障害基礎障害老齢基礎老齢区　　分

１２５，１１０８０２４３２，７８５４０７１０９，９１４１１，６８１受 給 権 者
（人）

送付件数　区分

年度　 計寡婦遺族
基礎

障害
基礎老齢

１８５１６１０９６９２３
裁　定

201381038724

７８２００４７７３５２３未支給
年　金 720004068024

　②　拠出年金額（平成２５年度）

　　老齢基礎年金（満額）786,500円

　　障害基礎年金　福祉年金と同額
　　遺族基礎年金（年額）基本額786,500円
　　※遺族基礎年金には子の加算あり
　　１人目・２人目　１人につき226,300円
　　３人目以降　　　　　〃　　 75,400円
　　※平成25年10月分から引下げ予定

送付件数　区分

年度　 計障害
基礎

老齢
福祉

147147０23
裁　定

137137０24

61481323未支給
年　金 5346724

②　福祉年金額（平成25年度）

老齢福祉年金（年額）　　　　402,900円
　　 障害基礎年金（年額）

１級　983,100円
２級　786,500円

　　※障害基礎年金には子の加算あり
　　１人目・２人目　１人につき　226,300円
　　３人目以降　　　　　〃　　    75,400円
　　※平成25年10月分から引下げ予定



　④　被保険者数及び免除等状況 （単位：人）

※申請免除等（若年者納付猶予・学生納付特例含む）

１２　国民健康保険　　　事業開始　昭和３２年１１月１日
敢　事業概況（平成２５年４月１日現在）

　○加入状況
　　　人　口及　　　　６０５，８８３人　　　　国保被保険者数吸　　１４２，９５９人
　　　加入率吸／及　　２３．６０％
　　　世帯数祇　　　　２６９，０２９世帯　　　国保世帯数義　　　　８７，３５４世帯
　　　加入率義／祇　　３２．４７％
　○保険給付状況
　　①　療養の給付
　　　　　給付率　義務教育就学前　　　　　８割
　　　　　　　　　義務教育就学後７０歳未満　７割
　　　　　　　　　７０歳以上７５歳未満　９割（ただし，一定以上の所得者は７割）
　　　　　給付内容　ア　診察（一般・歯科）　イ　薬剤又は治療材料の支給
　　　　　　　　　　ウ　処置・手術その他の治療　エ　病院又は診療所への入院
　　②　入院時食事療養費　　入院時の食事療養に要した費用の額から標準負担額を

控除した額を支給
　　③　入院時生活療養費　　６５歳以上７５歳未満の人（入院医療の必要性が高い患者

を除く）が療養病床に入院した場合，生活療養（食事
と居住費）に要した費用から標準負担額を控除した額
を支給

　　④　療　養　費　　療養に要した費用に各給付率を乗じた額を支給
　　⑤　移　送　費　　療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に

支給
　　⑥　海外療養費　　海外で療養に要した費用に各給付率を乗じた額を支給
　　⑦　高額療養費　　病院等で支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に

その超過額を支給
　　⑧　高額介護合算療養費　病院等で支払う医療費と介護サービス費の一部負担金

の合算額（国保加入者に限る）が年間（８月～７月）
自己負担限度額を超えた場合にその超過額を支給

－ １０９ －

保険料免除納付猶予者
計任意加入

被保険者
第 １ 号
被保険者

　　　　区　分

年　度　　　　 計申請免除等法定免除

３８，５３９２９，２７８９，２６１８６，７７５１，９０１８４，８７４平成２３年度末

３９，１５４２９，８２８９，３２６８５，２９２１，６８８８３，６０４平成２４年度末
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　　⑨　その他の給付　出産育児一時金　　世帯主に対して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・産科医療補償制度に該当の場合

　４２０，０００円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・上記以外の場合 ３９０，０００円　
　　　　　　　　　　　葬　　祭　　費　　葬祭を行った者に対して　　２０，０００円
　○保険税賦課状況
　　賦課期日　　４月１日
　　賦課方式　　所得割，被保険者均等割，世帯別平等割の三方式
　　納　　期　　年１０期　６，７，８，９，１０，１１，１２，１，２，３の各月
　　　　　　　　　　　　（普通徴収）
　　　　　　　　年度別の税率，賦課割合状況

　　　　　　　　　（賦課割合は一般被保険者分　ただし，介護納付金分は全体分）

　　　　　　　　年度別の保険税賦課状況

 

－ １１０ －

税　率　及　び　賦　課　割　合　　　　　　　　　区　分
年　度　　　　　　　　　 平　　等　　割均　　等　　割所　　得　　割

２３，３００円２０．９６％２１，０００円３０．８１％８．００／１００４８．２３％医療分

決 算２３ ７，１００円２０．７６％６，２００円２９．５７％２．６０／１００４９．６７％支援金分

６，４００円２１．２６％７，４００円３０．５０％２．４０／１００４８．２４％介護分

２３，３００円２１．０６％２１，０００円３０．８３％８．００／１００４８．１１％医療分

決 算 見 込２４ ７，１００円２０．８５％６，２００円２９．５９％２．６０／１００４９．５６％支援金分

６，４００円２１．５２％７，４００円３０．６２％２．４０／１００４７．８６％介護分

２３，３００円２１．４４％２１，０００円３１．９５％８．００／１００４６．６１％医療分

当 初 予 算２５ ７，１００円１７．８８％６，２００円２５．８１％２．６０／１００５６．３１％支援金分

６，４００円１９．７１％７，４００円２７．７６％２．４０／１００５２．５３％介護分

現　年　課　税　分　（調定額）　　　　　　　　　区　分
年　度　　　　　　　　　 前年度対比一人当たり前年度対比一世帯当たり

９９．６７％５７，０８６円９９．３４％９４，１７２円医療分

決 算２３ １００．４９％１７，６１４円１００．１５％２９，０５７円支援金分

１０１．８９％２０，０２９円１０１．５９％２４，３４０円介護分

９９．１８％５６，６１６円９８．６２％９２，８７４円医療分

決 算 見 込２４ ９９．２３％１７，４７９円９８．６８％２８，６７２円支援金分

９８．８６％１９，８０１円９６．８９％２３，５８４円介護分

９４．０８％５５，８９２円９３．１３％９１，７５７円医療分

当 初 予 算２５ １０８．２７％２０，９４３円１０７．１７％３４，３８２円支援金分

１１０．４９％２２，８９２円１１０．４９％２７，７２８円介護分
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柑　国保事業の年度別状況 （保険税は現年課税分）

桓　保険税収納見込 （単位：千円）

棺　保険税納付区分比見込（現年課税分） （単位　金額：千円）

款　納付組合の結成状況等

　・結成状況（平成２５．４．１現在）
　　保険区数５１９区（保険委員納付組合長１７４人）組合加入世帯数４，２８３世帯
歓　納付組合の表彰及び助成（２４年度決算見込）
　ア　優良納付組合及び保険委員納付組合長の表彰　年１回
　イ　保険委員納付組合長への報償金　１８，８７０，３７２円

－ １１１ －

収　　納　　率
収入済額
（Ｃ）

最終予算額
（Ｂ）

調定額
（Ａ）区　　分年度 対　予　算

宮／吸
対　調　定
宮／及

７９．４３％８６．９７％１０，２４６，８８８１２，９０１，２９２１１，７８２，７１３現年課税分
２４ ２２．３４％９．０１％５４４，２３５２，４３６，４０９６，０３８，７１３滞納繰越分

７０．３６％６０．５５％１０，７９１，１２３１５，３３７，７０１１７，８２１，４２６計

合　　計納税嘱託員自主納付口座振替納付組合区　　　　分
８７，３５４－４８，４５２３４，６１９４，２８３納 付 対 象 世 帯 数
１００％－５５．４７％３９．６３％４．９０％構 成 比 率

１０，２４６，８８９８３，９３１４，５２５，７０４５，２００，９０４４３６，３５０保 険 税 収 納 額
１００％０．８２％４４．１６％５０．７６％４．２６％構 成 比 率
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２５（当初予算）２４（決算見込）２３（決算）単位　　　　　　　　　　　　　　　年　　度
区　　分　　　　　　　　　　　　　　　

１４６，０３１１４４，８２９１４５，０４１人人 員 （ 平 均 ）被
保
険
者 ８８，９５１８８，２８８８７，９２３世帯世 帯 （ 平 均 ）

医療　５１０，０００医療　５１０，０００医療　５１０，０００
円保 険 税 限 度 額 支援金　１４０，０００支援金　１４０，０００支援金　１４０，０００

介護　１２０，０００介護　１２０，０００介護　１２０，０００
９１．００８７．４０８７．１０％保 険 税 収 納 率
－１，０３６．６４１，０２９．６４〃受 診 率

６０，８１１，４８７５３，４１１，１１９５２，５０８，９１３千円費 用 額
療
養
諸
費

４５，８２７，４２９３８，８８２，０５４３８，２０４，３２７〃保 険 者 負 担 分
４１６，４２９３６８，７８７３６２，０２８円一 人 当 た り 費 用 額
３１３，８２０２６８，４６９２６３，４０４〃一人当たり保険者負担額

６７，７３９，６００６５，９２０，５０１６４，３１９，０６７千円歳 入予
算
・

決
算
額

６７，７３９，６００６８，３８２，７３６６６，２４９，０２１〃歳 出
０△２，４６２，２３５△１，９２９，９５４〃差 引
－△５３２，２８１２７３，７２６〃単 年 度 収 支



汗　経理状況

　歳　　入 （単位：千円，％）

　歳　　出

 

－ １１２ －

２５年度（当初予算）２４年度（決算見込）２３年度（決算）科　　　　目
１７．７４１２，０１５，７１１１６．３７１０，７９１，１２４１７．０２１０，９４４，３２０保 険 税
０．００１０．００００．０００一 部 負 担 金
０．０１７，３０００．０１７，５０３０．０１７，７３０使 用 料 及 び 手 数 料
１７．４９１１，８４７，４３１１８．５０１２，２００，２６３２０．６９１３，３０８，６２８療 給 費 等 負 担 金国

庫

支

出

金

０．６０４０３，６４１０．６０３９３，３０９０．５８３７０，９８０共 同 事 業 負 担 金
０．０７５１，１０７０．１０６４，２２６０．０６３９，９７７特定健診等負担金
８．０８５，４７５，５１２８．２１５，４１１，３８０８．９１５，７３３，７４２財 政 調 整 交 付 金
０．００００．００２，６８００．０２１０，９９９そ の 他 補 助
２６．２４１７，７７７，６９１２７．４１１８，０７１，８５８３０．２６１９，４６４，３２６計

３．５０２，３６９，４６２３．７８２，４９４，３８１４．７１３，０３２，０６８療 養 給 付 費 交 付 金
２３．５３１５，９３８，７５１２２．４１１４，７７０，７２５１８．８９１２，１４７，８０３前 期 高 齢 者 交 付 金
４．９７３，３６７，２０２５．７４３，７８３，４３０４．１８２，６８５，６７１県 支 出 金
１４．８８１０，０８０，３７０１４．９２９，８３１，４８２１５．３６９，８８１，４５１共 同 事 業 交 付 金
８．９９６，０８７，５５６９．２０６，０６６，５４３９．４０６，０４２，９２７一 般 会 計 繰 入 金
０．００２０．００００．０００繰 越 金
０．１４９５，５５４０．１６１０３，４５５０．１７１１２，７７１そ の 他 の 収 入
１００．００６７，７３９，６００１００．００６５，９２０，５０１１００．００６４，３１９，０６７合 計

０．４５３０５，１２６０．４０２６９，６２００．３９２６０，３０８総 務 費
５８．２０３９，４２５，９４５５６．１８３８，４１９，７０８５７．０４３７，７９０，２６１療 養 給 付 費療

養
諸
費

保
　
　
険
　
　
給
　
　
付
　
　
費

０．８４５６４，１３４０．８１５５０，１８６０．７９５１８，８３８療 養 費
５９．０４３９，９９０，０７９５６．９９３８，９６９，８９４５７．８３３８，３０９，０９９計
８．６２５，８３７，３８５８．２８５，６５９，３０１８．１１５，３７３，３８６高 額 療 養 費
０．００２，１０００．００２，５４３０．００１，９１２高額介護合算療養費
０．００２１００．００００．０００移 送 費
０．２０１３２，７４６０．１９１３０，６０５０．２０１２８，０４８審 査 支 払 手 数 料
０．４８３２７，７６４０．４５３０７，５１９０．４９３２６，５３５出産育児一時金等
０．０２１５，２０００．０２１５，２０００．０２１５，４２０葬 祭 費
６８．３６４６，３０５，４８４６５．９３４５，０８５，０６２６６．６５４４，１５４，４００計

１１．１６７，５６２，０４０１０．３３７，０６２，８４４９．７３６，４４９，７１８後 期 高 齢 者 支 援 金
０．０１４，８５６０．０１７，４４３０．０３１９，０９４前 期 高 齢 者 支 援 金
０．００２５７０．００３３８０．００１，７２４老 人 保 健 拠 出 金
４．６６３，１５６，７８４４．２９２，９３３，３７２４．１３２，７３３，５９９介 護 納 付 金
１４．６３９，９０７，６７３１３．８３９，４５８，９８６１４．０３９，２９１，８２１共 同 事 業 拠 出 金
０．６４４３１，５７２０．５７３９０，４０４０．５３３５３，９６４保 健 事 業 費
０．０５３５，８０８１．８２１，２４４，７１３１．１８７８０，７１３諸 支 出 金
０．０４３０，００００．００００．０００予 備 費
０．０００２．８２１，９２９，９５４３．３３２，２０３，６８０繰 上 充 用 金
１００．００６７，７３９，６００１００．００６８，３８２，７３６１００．００６６，２４９，０２１合 計

－０－△２，４６２，２３５－△１，９２９，９５４差 引 過 不 足 額
－０－△５３２，２８１－２７３，７２６単 年 度 収 支
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漢　保健事業

　①　はり・きゅう施設の利用補助
　　　施術１回につき１，１００円

　　年度別利用状況

　②　外来人間ドックの利用補助
　　　検査料金の半額補助（ただし，保険税完納世帯の満３５歳以上の人）
　　年度別利用状況

　③　脳ドックの利用補助
　　　検査料金の半額補助（ただし，保険税完納世帯の満３５歳以上の人）
　　年度別利用状況

　④　特定健康診査・特定保健指導の実施（４０歳以上７５歳未満）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人，％）

　※平成２０～２３年度は，国への法定報告に基づく数値。

　※平成２４年度は，２５年５月末現在の法定報告の数値。

　　 特定保健指導の受診者は終了数。

　※平成２０年度より開始

澗　高額療養資金の貸付制度 （昭和５３．１．１実施）
　高額な医療費の支払いが困難な国民健康保険の被保険者に対し，必要な資金を貸し
付ける制度
　・対象・貸付金額　　医療費の一部負担金が高額療養費の自己負担限度額を１万円

－ １１３ －
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平成２４年平成２３平成２２平成２１平成２０　　　　　　　　　年　度区　分　　　　　　　　　

８０，０２０７９，７０５７３，０２６７５，０５２７０，２５６件　　数（件）
１，０００１，１００１，１００１，１００１，１００単　　価（円）

８８，０２２，０００８７，６７５，５００８０，３２８，６００８２，５５７，２００７７，２８１，６００金　　額（円）

平成２４年平成２３平成２２平成２１平成２０　　　　　　　　　年　度区　分　　　　　　　　　

４１７４２７４０４３９４３８０利用件数（人）
７，５１５，４９２７，６８７，２４２７，２３８，８０３７，０８６，３６６６，８４６，６７２補助金額（円）

平成２４年平成２３平成２２平成２１平成２０　　　　　　　　　年　度区　分　　　　　　　　　

３６８３１８３５９２７３２８８利用件数（人）
６，９４５，９１０６，０５７，０５６６，８５０，２１４５，２３２，７２０５，５０６，８４８補助金額（円）

特定保健指導特定健康診査　　　　　年　度
区　分　　　　　 平成２４年平成２３平成２２平成２４平成２３平成２２

３，１７４２，７７９３，２４３９０，４６１８９，２６２８８，２６３対　象　者
４４６８１４８１３２７，３８４２２，６０８２３，１２７受　診　者
１４．１２９．３２５．１３０．３２５．３２６．２受　診　率

４月　６０回　５月　５５回　６月　５０回
７月　４５回　８月　４０回　９月　３５回
１０月　３０回　１１月　２５回　１２月　２０回
１月　１５回　２月　１０回　３月　５回
※利用回数は，交付月により異なる。
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以上上回る場合で，支払いが困難な人に高額療養費の支給見
込額を貸し付ける。

　・貸　付　利　子　　無利子
　・申請書の提出先　　市社会福祉協議会市役所分室・谷山分室及び吉田・桜島・喜

入・松元・郡山各支所総務市民課
　・基　金　の　額　　４，０００万円
　・貸付件数・金額　　１，５６５件　　２１４，５６５，５９１円（平成２４年度実績）
潅　退職者医療制度 （昭和５９．１０．１実施）
　・対　　　　　象　　６５歳未満の国保加入者で被用者年金受給者及びその被扶養者
　・該　　当　　者　　退職被保険者本人及　　　　３，５０３人
　（平成２５．４．末現在）　　〃　　被扶養者吸　　　　１，３１０人
　　　　　　　　　　　該当率　　　　　　　　　　　３．３２％

１３　市民サービスステーション
　設置目的

　市民生活に関わりの深い住民票の写しや戸籍謄抄本，印鑑登録証明書等を土曜・日
曜・祝日等の休日でも気軽に請求できる窓口として，市民の利便性の向上を図る。

　名称及び設置場所並びに設置年月日，面積

　・鹿児島市鴨池市民サービスステーション
　　　鴨池二丁目２６番３０号（ダイエー鹿児島店２階郡元電停側）℡ ２５０－７５９５
　　　平成６年７月１日設置　面積 ８４．５１㎡
　・鹿児島市鹿児島中央駅市民サービスステーション
　　　中央町１番地１（鹿児島中央駅西口１階）℡ ２８５－５５０２
　　　平成８年６月１９日設置　面積 ７８．６７㎡
　　
　取扱業務

　　敢　住民票の写しの交付
　　柑　住民票記載事項証明書の交付
　　桓　公的年金受給者に係る現況届等の記載事項証明書の交付
　　棺　印鑑登録証明書の交付
　　款　戸籍及び除籍の全部事項又は個人事項に関する証明及び謄本又は抄本の交付
　　歓　戸籍の附票の写しの交付
　　汗　身分証明書の交付
　　漢　受理証明書の交付

－ １１４ －
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　　　※　款～漢については，平日の午後５時１５分から午後６時３０分までと，土曜
日・日曜日・国民の祝日は申請受付のみ行い，証明書は後日交付する。（交
付の方法は，来所によるものと郵送によるものと２通り）

　業務日及び業務時間

　　敢　業 務 日　　水曜日及び１２月２９日から翌年１月３日までの日を除く毎日
　　柑　業務時間　　午前１０時から午後６時３０分まで

１４　コンビニ交付による証明発行
　市民の利便性の向上を図るため，市役所の開庁時間以外においても，コンビニエン
スストアで住民票の写しなどを交付するサービスを実施する。
　時　　　　期　　平成２５年８月　　　　利用者登録開始
　　　　　　　　　平成２６年１月１４日　　サービス開始
　取 扱 証 明　　住民票の写し，印鑑登録証明書，所得額証明書，
　　　　　　　　　課税額（非課税）証明書，所得額・課税額証明書，
　　　　　　　　　市・県民税納税証明書
　利用可能時間　　午前６時３０分～午後１１時（１２月２９日～１月３日は除く）
　※牟礼岡に設置された自動交付機コーナーについては，コンビニ交付の開始にあわ
せて廃止予定。

１５　ワンストップ窓口サービスの実施
　市民サービスの向上を図るため，住民異動に伴う国保・年金・福祉等の一連の手続
きを基本的に一つの窓口で行うことができるワンストップ窓口サービスを本庁市民課
にて実施する。
　サービス開始時期　平成２３年１０月

１６　人権啓発
　我が国においては，基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下，これまで人権に
関するさまざまな施策が講じられてきたが，今日においても，生命・身体の安全にか
かわる事象や，社会的身分，門地，人種，信条又は性別による不当な差別その他の人
権侵害がなお存在している。また，国際化，情報化，高齢化等の社会情勢の変化や価
値観の多様化等により人権に関する新たな課題も生じてきている。
　このため，国は，人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について，国，地方公
共団体及び国民の責務を明らかにするため，平成１２年１２月に「人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律」を公布し，平成１４年３月には，「人権教育・啓発に関する計
画」を策定した。

－ １１５ －
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　本市においても，平成１９年１月に人権教育及び人権啓発に関する施策を総合的かつ
計画的に推進していくため，「鹿児島市人権教育・啓発基本計画」を策定した。この
基本計画に基づき，各関係実施機関と緊密に連携し，学校，家庭，地域社会，企業な
どあらゆる場を通して人権意識の高揚を図るとともに，さまざまな人権問題における
偏見や差別意識の解消に向けた人権教育，人権啓発の推進に取り組んでいる。
　また，第５次総合計画においても，基本施策に「人権尊重社会の形成」を掲げ，市
民の人権意識を高めるため，あらゆる場，あらゆる機会を捉えて人権教育，人権啓発
を推進し，一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを進めることとしている。

人権啓発室における主な取組
　敢　人権啓発活動事業
　　　さまざまな人権問題について，広く市民，企業等に啓発し，市民一人ひとりが
正しい理解と認識を深め，お互いの人権を尊重し合う意識の高揚を図る。

　　　①　人権啓発冊子及びリーフレットの作成・配布
　　　②　人権啓発ポスターの作成・配布及び市電・市バス等への掲出
　　　③　人権啓発パネル展の開催
　　　④　「人権の花」運動の実施
　　　⑤　街頭啓発
　柑　人権擁護委員の推薦
　　　市民の基本的人権の擁護等を目的とする人権擁護委員を法務大臣に対し，議会
の意見聴取を経て推薦する。

－ １１６ －
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